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  令和６年11月22日 

                            阪神水道企業団 

企業長 吉 田 延 雄 

阪神水道企業団条例第３号 

   阪神水道企業団議会委員会条例の一部を改正する条例 

 阪神水道企業団議会委員会条例（平成７年条例第３号）の一部を次のように改正する。 

改 正 後 改 正 前 

 

（委員長及び副委員長がともにないと

きの互選） 

第４条 委員長及び副委員長がともにな

いときは、議長が委員会の招集日時及

び場所を定めて、委員長の互選を行

わせる。 

２ 前項の互選の場合には、年長の委員

が委員長の職務を行う。 

 

（委員長及び副委員長がともにないとき

の互選）） 

第４条 委員長及び副委員長がともにない

ときは、議長が委員会の招集日時及び

場所を定めて、委員長の互選を行わ

せる。 

２ 前項の互選の場合には、年長の委員が

委員長の職務を行う。ただし、特別委員

会については、この限りでない。 

備考 

１ 改正前の欄中下線が引かれた部分(以下「改正部分」という。)に対応する改正後の欄中下線が引かれた部

分(以下「改正後部分」という。)がある場合には、当該改正部分を当該改正後部分に改める。 

２ 改正部分に対応する改正後部分がない場合には、当該改正部分を削る。 

３ 改正後部分に対応する改正部分がない場合には、当該改正部分を加える。 

４ 表の改正規定において、改正後部分及び改正後部分に係る罫線に対応する改正部分及び改正部分に係る罫

線がない場合には、当該改正後部分及び当該改正後部分に係る罫線を加える。 
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   附 則 

 この条例は、公布の日から施行する。 

                                        

◇規     則◇ 
阪神水道企業団一般職員の給与に関する条例の施行規則の一部を改正する規則をここに

公布する。 

令和６年11月29日 

阪神水道企業団 

企業長 吉 田 延 雄 

阪神水道企業団規則第８号 

阪神水道企業団一般職員の給与に関する条例の施行規則の一部を改正する規則 

阪神水道企業団一般職員の給与に関する条例の施行規則（昭和27年訓令第111号）の一

部を次のように改正する。 

改 正 後 改 正 前 

 

（住居手当等） 

第10条の2 住居手当、通勤手当、特殊

勤務手当、管理職手当、夜勤手当、管

理職員特別勤務手当、期末手当及び勤

勉手当の支給に関しては、別に定める

規定による。 

 

（住居手当等） 

第10条の2 住居手当、通勤手当、特殊勤

務手当、管理職手当、夜勤手当及び管

理職員特別勤務手当の支給に関して

は、別に定める規定による。 

 

 

備考 

１ 改正前の欄中下線が引かれた部分（以下「改正部分」という。）に対応する改正後の欄中下線が引かれた

部分（以下「改正後部分」という。）がある場合には、当該改正部分を当該改正後部分に改める。 

２ 改正部分に対応する改正後部分がない場合には、当該改正部分を削る。 

３ 改正後部分に対応する改正部分がない場合には、当該改正部分を加える。 

 

附 則 

この規則は、公布の日から施行する。 

                                        

◇公     告◇ 
阪神水道企業団公告 

 阪神水道企業団人事行政の運営等の状況の公表に関する条例（平成17年条例第３号）第

２条の規定により、令和５年度における阪神水道企業団人事行政の運営等の状況を次のと

おり公表する。 

  令和６年11月19日 

                            阪神水道企業団 

                            企業長 吉 田 延 雄 
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